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企画等提案要領 

１．件名 

令和８年度 「沖縄型産業中核人材育成事業」 

２．目的、事業内容 

別紙「仕様書」をご参照ください。 

３．企画等提案者の条件 

  以下の要件（１）～（７）を全て満たす団体・企業等とする。ただし、企業又は

学校法人の場合は、事業終了後の研修の自立化を見据え、業界団体に所属する実施

担当者の関与、カリキュラム開発や研修への業界団体の主体的な参画など、業界団

体の関与を明確にすること。応募資格及び要件を満たさない者からは受理しない。 

（１）日本に拠点を有していること。

（２）本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

（３）本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について

十分な管理能力を有していること。 

（４）予算決算及び会計令第 70条及び第 71条の規定に該当しないものであるこ

と。 

（５）令和 07・08・09 年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務

の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であること。 

（６）内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停

止を受けている期間中ではないこと。 

（７）コンソーシアムで応募する場合にあっては、次に掲げるいずれにも該当する

こと。 

① コンソーシアムを構成する法人間において、契約者の決定後、その結成、

運営等について以下の事項に関する規程を含む協定を締結すること（協定書

（案）については、申請書とともに事前に提出し、契約締結後には、速やか

に協定書を提出すること。） 

・代表者の権限

・業務を実施する上での監理体制

・各構成員の業務の分担

② コンソーシアムの構成員全てにおいて、上記（１）～（６）を全て満たす

者であること。 
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４．契約期間 

契約締結日～令和９年２月２６日（金） 

 

５．契約の要件 

（１）契約形態：請負契約 

（２）採択件数：７件程度（ただし、採択件数は公募開始時点で想定している件数

であり、予告なく変更されることがある。） 

（３）予算規模： 

① １件当たり 17,000 千円を上限とする。（全体で 119,826 千円を上限とす

る。） 

② 総事業費における研修生一人当たりの時間単価（※１）については 10,000 円

以下とする。 

（※１）「（総事業費－離島の研修参加旅費）／研修生の数／研修時間」により求められ

る時間単価をいう。 

③ 上記②の時間単価を超える部分については、事業者負担（研修参加者によ

る費用負担を含む。）とする。 

④ なお、最終的な実施内容、契約金額については、主管室と調整した上で決

定する。 

（４）実施体制、実施計画及び詳細スケジュールの作成 

① 実施体制の作成 

本事業における実施体制（担当者の構成、人数、役割）は、契約締結日か

ら７日以内に主官室へ提出し、協議の上決定すること。 

② 実施計画及び詳細スケジュールの作成 

実施計画及び詳細スケジュールは、契約締結日から 14日以内に主官室へ提

出し、協議の上決定すること。 

（５）主管室との打合せにおけるメモの作成 

   主管室との打合せを行った場合は、その要点（議事、決定事項、検討事項

等）をメモとしてまとめ、速やかに主管室へ提出すること。 

（６）成果物の納入：請負事業の終了日までに、報告書および報告書概要版の電子

媒体を収録した記録媒体（ＣＤ－ＲＯＭ等の再書き込み不可のもの）２部、及

び紙媒体各１冊（製本方法は自由、ファイリング形式可）を主管室に納入。な

お、電子媒体を納入する際、文字検索可能なＰＤＦファイルに加え、適宜、主

管室が指定するファイル形式（例：ワードやエクセル等通常開けるファイル）

の電子媒体も併せて納入すること。電子媒体の提出の際は、最新のパターン

ファイルを使用して必ずウイルスチェックを実施すること。 

・報告書 １冊（100 ページ以上） 

・報告書概要版  １冊（20ページ程度） 
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（７）契約金額の支払い 

①支払金額の確定 

仕様書＜７．契約金額の支払いについて＞を参照のこと。 

②契約金額の支払い 

契約書（案）第９条を参照のこと。 

 

６．応募手続 

（１）募集期間 

    開始日： 令和８年３月６日（金） 

    締切日： 令和８年４月８日（水）正午必着  

 （２）応募書類 

① 以下の書類を１つの封筒に入れること。封筒の宛名面には、必ず「「令和８

年度沖縄型産業中核人材育成事業」申請書」と朱書きで明記すること。 

・申請書（様式１）、企画提案書（様式２及び別紙１－１の「事業費内訳

表」等、様式３）＜紙媒体２部（うち１部はフラットファイル等に綴じた

形で整理したものを提出すること）＞ 

・財務諸表（直近の過去３年分（創業から間もない法人の場合は創業後のも

ので可））＜紙媒体１部＞ 

・上記電子媒体（様式１～３等及び財務諸表）をＰＤＦ形式で収録したＣＤ

－ＲＯＭ等 １式 

② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しな

い。なお、応募書類は返却しない。機密保持には十分配慮するが、採択され

た場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成 11年５月

14日法律第 42号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を

害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

③ 応募書類等の作成費は経費に含まれない。また、選定の結果を問わず、企

画等提案書の作成費用は支給しない。 

④ 企画等提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となるの

で、予算額内で実現が確約されることのみ表明すること。なお、採択後で

あっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合に

は、不採択又は契約解除となることがある。 

（３）応募書類の提出先 

応募書類は、持参又は郵送・宅配便により以下に提出すること。 

＜提出先・宛先＞ 

  〒１００－８９１４ 東京都千代田区永田町１－６－１ 

中央合同庁舎８号館 14 階 

内閣府政策統括官（沖縄政策担当）付産業振興担当参事官室 
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「令和８年度沖縄型産業中核人材育成事業」担当あて 

※ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付けない。 

※締切を過ぎての提出は受け付けない。郵送・宅配便の場合、配達の都合で

締切までに届かない場合もあるため、期限に余裕を持って送付すること。 

 

７．提出書類作成上の留意点 

提出書類は＜６．応募手続＞（２）応募書類に記載の様式１～３のとおりと

し、以下の事項を明確に盛り込むこと。また、必要に応じてそのほか参考資料を

添付すること。 

① 事業実施のための組織体制。 

② 人材育成を行う産業の実態・課題の分析（具体的にどのようなスキルがどの

程度不足しているのか）及び必要な人材像の説明。 

③ 具体的な事業実施方法・内容に関する提案。 

④ 提案事業を効果的・確実に実施できることがわかる、具体的なスケジュー

ル、実施スキームや取組方法。 

⑤ 過去に実施した類似の人材育成事業及びその成果。 

⑥ 事業実施において再委託を行う場合は、再委託の必要性に加え、想定する再

委託先（検討中も含む。）、再委託金額及び業務範囲も盛り込むこと。 

※再委託を行う場合は、提案する実施体制・方法を選択した具体的な根拠を

明示すること（別紙１－２ 再委託費内訳表にも記載すること）。 

 

８．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択に当たっては、審査委員会において、審査項目について採点し、合計点※

の高い提案等をした者を請負業者として決定する。 

※同点の場合は総事業費における研修生一人当たりの時間単価が低い事業を採

択。なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施

する。また、採択された提案については、著しく改変しない範囲内におい

て、修正を指示することがある。 

（２）審査基準 

以下①～⑤の審査基準に基づいて総合的な評価を行うため、以下③以降の審

査基準記載事項については必ず提案書内に明記すること。なお、中核人材育成

事業については以下の２点に留意すること（即戦力人材育成事業は除く）。 

・業界団体の主体的な関与が不明瞭な場合は審査対象とならない可能性がある

ため、提案書には明確に記載するよう留意すること。 

・過年度に実施した研修カリキュラムと類似の内容を実施することは原則、認

めないため、提案内容によっては審査対象とならない可能性があることに
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留意すること（特に過年度採択事業者・関連業界団体が類似したテーマで

応募する場合は、過年度実施内容とは異なることを明確に記載すること）。 

① 上記３．を満たしているか。 
② 審査に必要な内容について、全て網羅した提案となっているか。 
③ 事業の実施内容、実施方法、実施スケジュールについて、以下の（ア）～

（カ）の観点から適切な内容となっているか。 

（ア）別紙「仕様書」３．＜１．中核人材育成事業＞（１）「目指すべき人材像

の明確化」、３．＜２．即戦力人材育成事業＞（１）「即戦力人材を求める

業界の特定および育成すべき即戦力人材像の明確化」の実施に当たって 

 ターゲットとする業界・企業群の沖縄における実態・課題を具体的に分

析していること。当該業界の生産性・効率性の向上、付加価値の増大の

ために必要な人材像が明確になっていること。その人材が必要とされて

いることについて、当該業界内で共通の認識があること。 

 即戦力人材育成にあたっては、研修生の就労や所得向上に向けた出口戦

略（例：就労を出口とする場合、受け皿企業群の特定および就労までの

スキームなど）や、県外・海外移出にかかるプロジェクトの推進を行う

ための出口戦略（県外・海外展開にかかる事業計画策定など）につい

て、具体的かつ現実的な内容となっていること。 

 本事業の趣旨を踏まえ、KGI や KPI 設定が適切になされていること。 

（イ）別紙「仕様書」３．＜１．中核人材育成事業＞及び＜２．即戦力人材育成

事業＞（２）「人材育成カリキュラムの開発」の実施に当たって 

 目指すべき人材像に向けて、必要な知識・技能が具体化・明確化されて

いること。当該知識等の取得に向けたカリキュラムの開発ができる体制

を構築していること。 

 研修参加者が実務で用いる知識・技能を体系的に身に付ける研修内容と

なっており、それは研修後に企業で役に立つものであること。研修の実

施により、ターゲットとする業界の生産性・効率性が向上し、付加価値

が増大すること。（設定する KGI や KPI の内容をもって評価する） 

 即戦力人材育成にあたっては、研修生の就労、所得向上や研修生の派遣

元企業の県外・海外移出につながるような実践的・専門的なスキルが身

に付く研修内容となっていること。（設定する KPI の内容をもって評価す

る） 

  （ウ）別紙「仕様書」３．＜１．中核人材育成事業＞及び＜２．即戦力人材育成

事業＞（３）「研修参加者の募集」の実施に当たって 
 想定する研修参加者が研修参加の要件として有するべき技能水準や経験

等が明確になっていること。研修対象者は目指すべき人材像と整合性が

取れていること。 
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 研修参加者の募集に当たって、意欲のある研修参加者が集まるよう、業

界団体の加盟企業等と協力体制を構築していること。加盟企業等から具

体的な研修ニーズがあること。その旨、エビデンス等を明記すること。 
（エ）別紙「仕様書」３．＜１．中核人材育成事業＞及び＜２．即戦力人材育成

事業＞（４）「カリキュラムを活用した研修の実施」の実施に当たって 

 研修が着実に実施できる体制（派遣講師や研修場所の確保、研修中の研

修参加者へのフォロー等）を構築していること。 

 研修対象者が参加しやすいような配慮（研修場所や研修期間等）をして

いること。 

（オ）別紙「仕様書」３．＜１．中核人材育成事業＞及び＜２．即戦力人材育成

事業＞（５）「研修効果の検証、カリキュラムや研修の見直し及び取りまと

め」の実施に当たって 

 研修終了後に、研修参加者が当該知識等を身につけたか検証方法が具体

的に明記されていること。 

 一連の研修を踏まえて、カリキュラムの内容・実施体制等の見直しや事

業の取りまとめを行うにあたって必要となる、研修参加者や所属する企

業へのアンケート評価等の方法が具体的に明記されていること。 

（カ）別紙「仕様書」３．＜１．中核人材育成事業＞（６）「研修の自立化に向け

た方策の検討・計画策定、（７）業界における中長期的な人材育成計画の策

定」、３．＜２．即戦力人材育成事業＞（６）「出口戦略の実行、研修後の研

修参加者へのフォローアップ」の実施に当たって 

 事業終了後、開発した研修カリキュラムや教材を活用し、業界団体等に

おいて自主的な研修事業として自立化できるような方策を具体的に検討

していること。（例：業界団体内に推進委員会を設置し運営していく予定

など研修の実施体制が整っている）。また、その方策に対して、事業期間

中にどのように検証等を実施するか明確化されていること。 

 中長期的な人材育成計画の策定については、開催する実行委員会内で課

題・概要・計画をどのように策定議論をしていくかが明確化されている

こと。即戦力人材育成にあたっては、提案時の出口戦略に則り、研修

後、研修参加者が研修で得た知識・技能を活用して就労、所得向上や研

修生派遣元企業の県外・国外移出につながるよう、どのようなフォロー

アップをするか明記されており、なおかつフォローアップを実施できる

体制の構築等について、現実的かつ具体的に計画していること。 

 

※なお、中核人材育成事業に関して、過年度受注者（関連業界団体含む）の場

合は、過年度事業における研修の自立化状況を踏まえ、提案内容の審査にお

いて、加点する（過年度事業の研修の自立化状況について明確に記載するこ
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と）。 

※なお、即戦力人材育成事業に関して、過年度受注者（関連業界団体含む）の

場合は、過年度事業の就労状況などの成果状況を踏まえ、提案内容の審査に

おいて、加点する（受講生の就労や所得向上の状況について明確に記載する

こと）。 

④ 既存の県内の産業人材育成に関する内容との差別化がなされているか。 

⑤ 本事業を円滑に遂行するために、適切なプログラムマネージャーを配置し、

事業規模等に適した実施体制を構築しているか。また、実行委員会について、

提案内容と比較して適切な委員を選定しているか。 

（３）採択結果の決定及び通知について 

申請者については、採択結果について通知を行う。 

 

９．契約・精算について 

（１）請負契約 

＜８．審査・採択について＞を踏まえ、採択された申請者は、契約書作成に

当たっての条件の協議が整い次第、内閣府と請負契約を締結し、その後、事業

開始となる。なお、採択決定後から請負契約締結までの間に、主管室との協議

を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性がある。

なお、契約締結後、受注者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することが

あるが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守を課すことがある。 

（２）精算の実施 

仕様書＜７．契約金額の支払いについて＞を踏まえ、精算対象経費について

は、契約期間後において、精算を実施する。原則として、帳簿類やその信憑性

の確認ができない場合については、当該経費は精算対象外となる。また、必要

に応じて、請負契約期間中に精算対象経費に関し、中間の検査を実施する。 

また、請負契約期間終了後、会計検査院が本事業の実地検査を行う場合は、

遅滞なく無償で対応できる体制を確保すること。 

（３）不正行為、不正使用等への対応 

採択後・請負契約後であっても、虚偽の申請であった場合や、財政法その他

の法令規則、条例、他本調達仕様書及び企画等提案要領の記載内容に照らして

不正があった場合などは、採択や請負契約を取消す場合がある。 

 

１０．経費に関する注意事項 

 必要経費については、別紙１－１若しくは別紙１－２に従って作成し、精算対象経

費については必ず区分をすること。 
 

  ※一般管理費率は、10％以下とする。 

 ・再委託費については、原則として総経費の１／２を超えないようにすること。 
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 ・精算対象経費の支出にあたっては経済合理的な観点を踏まえ適正な支出に努める

とともに、発注先の選定にあたっては、経済性の観点から、合計 50万円または

事業者が内規等により相見積を行うとする金額以上の案件については、可能な範

囲において相見積もり（3者以上が望ましい）を取り、相見積もりの中で最低価

格を提示した者を選定（一般の競争等）すること。相見積もりを取っていない場

合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らか

にした選定理由書を添付すること。 

 ・旅費については、事業者が内規等により別途定めているものを除き、「国家公務

員等の旅費に関する法律」等に準じて処理すること。 

 ・謝金については、事業者が内規等により別途定めているものを除き、内閣府が定

める「諸謝金の使用基準」に準じて処理すること。 

 

１１．問い合わせ先 

   内閣府 政策統括官（沖縄政策担当）付産業振興担当参事官室 

   担当：剱持、佐藤、我那覇、作本 

   住所：〒１００－８９１４  東京都千代田区永田町１丁目６番１号 

   電話：０３－６２５７－１６８８（直通） 


